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支払い方法

会社、個人事業、どちらも帳簿は大切です。

経営状態の把握や税務申告のためには正確な記帳、

きちんとした帳簿が不可欠です。

しかし、毎日毎日の帳簿付けは結構大変のものです。

そんな記帳をバックアップしてくれるのが当社の記帳代行サービスです。 

お客様には、日常の取引で発生した領収書や請求書をお送りいただくだけで、

取引記録に基づいた正確な月次試算表を作成いたします。

【 月額報酬は当月末  決算報酬は決算期末 】 のタイミングでのお支払

【 月額報酬1年分は契約締結時  決算報酬は決算期末 】 のタイミングでのお支払

【 年間顧問料総額を契約締結時 】 のタイミングでのお支払

経理データの入力から申告手続きまで丸ごとおまかせ！

月額報酬

サービス内容

支払方法 1（毎月払い）

支払方法 2（年 2 回払い）

支払方法 3（一括払い）

料金表
個人事業主様対象

ゴールドプラン

シルバープラン

エコノミープラン

スタンダードプラン

バリュープラン

毎月の業績把握を
生かした戦略経営プラン

四半期ごとの業績把握を
生かした戦略経営プラン

中間決算での
業績把握による戦略経営プラン

決算前対策による
安心決算プラン

決算対策を行わない
格安決算プラン

支払方法１

支払方法２

支払方法３

支払方法１

支払方法２

支払方法３

支払方法１

支払方法２

支払方法３

支払方法１

支払方法２

支払方法３

支払方法１

支払方法２

支払方法３

7,000円

6,420円

5,840円

15,500円

14,210円

12,920円

24,000円

22,000円

20,000円

6,120円

5,810円

5,000円

5,160円

4,930円

4,250円

4,220円

4,040円

3,500円

3,530円

3,350円

2,940円

13,540円

12,860円

11,070円

11,430円

10,900円

9,410円

9,330円

8,940円

7,750円

7,820円

7,420円

6,510円

20,950円

19,900円

17,130円

17,690円

16,870円

14,560円

14,440円

13,840円

11,990円

12,100円

11,480円

10,080円

ランクB ランクCランクA
年商100万円未満 年商500万円未満 年商1,000万円以下

※ 税込表示

※ 作業量が膨大な場合は別途お見積もりが必要になることがあります。



法人成りの主なメリット

法人成りについて

申告基本料（白色・青色共通）

申告報酬

消費税申告あり

住宅借入金等特別控除（初年度）

住宅借入金等特別控除（2年目～）

給与所得がある場合

年金収入がある場合

満期保険金収入がある場合

不動産所得がある場合

年金以外の雑所得がある場合

医療費控除がある場合

株式等譲渡がある場合
  　■ 特定口座のみ　（1口座あたり）

オプション

21,000円

10,500円

3,150円

1,050円
（源泉徴収票1枚あたり）

1,050円
（源泉徴収票1枚あたり）

1,050円
（通知書1枚あたり）

5,250円
（賃貸先1件あたり）

右記の表に基づいて計算

右記の表に基づいて計算

1,050円
5,250円
52,500円

（売却物件数1件あたり）

■ 一般口座あり　（売却回数1回あたり）

土地・建物の売却がある場合

年間収入額

5,250 円

10,500 円

31,500 円

52,500 円

年金以外の雑所得がある場合

医療費控除がある場合

収入一覧表、領収書の整理・集計がある場合

（副業収入、アフィリエイト収入、FX 収入など）

100万円未満

500万円未満

1,000万円未満

5,000万円未満

収入一覧表、領収書の整理・集計がない場合

医療費領収書の整理・集計がある場合

医療費領収書の整理・集計がない場合

集計料金として、1枚あたり105円が加算

1,050円

集計料金として、1枚あたり105円が加算

年商 100万円未満

年商 500万円未満

年商 1,000万円未満

29，800円

42，000円

73，500円

法人成りをして多くのメリットを得られる場合がございます。

また年商1,000 万以上の個人事業主様は法人成りをして節税も可能です。

銀行や取引先等に対する社会的信用が増大

事業主の事業所得が給与所得になり、所得税・個人事業税の面で税負担軽減

旅費規定の活用による節税が可能

資本金を1千万円未満にすれば設立当初から２期は消費税が免税

退職金規定の活用による節税が可能

社会保険加入などにより、求人条件改善
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